
「ユビキタスネット社会におけるプラットフォーム機能 

のあり方に関する研究会」 開催要綱 

 

１．目 的 

総務省では２００４年１２月に策定・公表した「ｕ－Ｊａｐａｎ政策」に基づき、

２０１０年のユビキタスネット社会の実現に向けてユビキタスネットワークの整備

等の諸施策を進めていくこととしている。 

このユビキタスネット社会の実現の主役を担うＩＣＴ産業は、ネットワーク層、端

末層、プラットフォーム層、アプリケーション（ソリューション）層に分けられる。

世界最先端レベルに到達しつつあるブロードバンドや地上デジタル放送等のネット

ワーク層、携帯電話やデジタルテレビ等の端末層と比較して、課金・認証等のシステ

ム基盤や個人情報保護・情報セキュリティ等の安心・安全の面で重要な役割を果たす

べきプラットフォーム層は今後の抜本的な充実・強化が不可欠な分野であり、少子高

齢化時代に向けた様々な課題解決の鍵となるアプリケーション（ソリューション）層

との橋渡しが期待されている。 

このような状況を踏まえ、本研究会においては、ユビキタスネット社会におけるＩ

ＣＴ産業を軸としたプラットフォーム機能のあり方について、産業面、技術面、制度

面等にわたる幅広い検討を行うことを目的とする。 

 

２．名 称 

本会の名称は、「ユビキタスネット社会におけるプラットフォーム機能のあり方に

関する研究会」と称する。 

 

３．検討事項 

（１）ユビキタスネット社会におけるＩＣＴ産業の産業構造 

（２）ＩＣＴ産業におけるプラットフォーム機能の位置づけ 

（３）プラットフォーム機能に求められる諸条件（共通要件及び個別要件） 

（４）安心・安全の確保のための必要方策 

（５）その他ＩＣＴプラットフォーム機能に係る利用環境や制度等に関する課題 

 

４．構成及び運営 

（１）本会は政策統括官（情報通信担当）の研究会として開催する。 

（２）本会の構成員は、別紙のとおりとする。 

（３）本会には、座長及び座長代理を置く。 

（４）座長は、研究会構成員の互選により定め、座長代理は座長が指名する。 

（５）座長代理は座長を補佐し、座長不在のときは座長に代わって本会を招集し、主

宰する。 

（６）本会の議事は、特段の事情がある場合を除き公開を原則とし、透明性の確保に

努める。 
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（７）その他、本会の運営に必要な事項は、座長が定めるところによる。 

 

５．開催期間 

本会の開催期間は、平成１７年３月から平成１７年６月を目途とする。 

 

６．庶 務 

本会の庶務は、情報通信政策局総合政策課が行う。 
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